
平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

告

示

賃
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三

一

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
登
録

の
取
消
し

公

告

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定

一

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指
定

二

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
指
定

三

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

三

目

次

ペ
ー
ジ

右

同

三

右

同

三

右

同

四

右

同

四

監
査
委
員
公
告

監
査
結
果
公
告

四

監
査
の
結
果
に
基
づ
き
措
置
を
講
じ
た

四

旨
の
通
知
に
係
る
事
項
の
公
告

奈
良
県
告
示
第
四
百
一
号

賃
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
八
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
者
の
登
録
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

被
処
分
者

商
号
又
は
名
称

エ
ン
ド
ル
カ
ン
パ
ニ
ー

氏
名

林

政
勝

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

奈
良
市
秋
篠
町
一
二
九
四
番
地
の
一

県
住
平
城
団
地
二

三

二

告

示

号

登
録
番
号

奈
良
県
知
事
（
三
）

八
四
七
号

登
録
年
月
日

平
成
十
二
年
十
一
月
二
十
二
日

二

処
分
年
月
日

平
成
十
五
年
十
一
月
十
八
日

公

告

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

指
定
居
宅
サ

ー
ビ
ス
事
業

者
の
氏
名
又

は
名
称

指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
の
住
所

又
は
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

事
業
所
の
名

称

事
業
所
の
所
在

地

居
宅
サ
ー
ビ

ス
の
種
類

指
定
年
月

日

ヒ
ュ
ー
マ
ン

ズ
・
メ
デ
ィ

カ
ル
西
日
本

株
式
会
社

奈
良
市
法
蓮
町
四

一
二

一

訪
問
介
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

い
き
い
き

磯
城
郡
田
原
本

町
幸
町
一
四
一

訪
問
介
護

平
成
十
五

年
十
月
一

日

社
会
福
祉
法

人
協
同
福
祉

会

大
和
郡
山
市
宮
堂

町
青
木
一
六

七

あ
す
な
ら
苑

大
和
郡
山
市
宮

堂
町
青
木
一
六

七

訪
問
介
護

平
成
十
五

年
十
月
一

日

医
療
法
人
新

生
会

奈
良
市
右
京
一

三

三

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

あ
さ
が
お

奈
良
市
右
京
四

一
四

二
八

訪
問
看
護

平
成
十
五

年
十
月
一

日



平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

特
定
非
営
利

活
動
法
人
在

宅
介
護
セ
ン

タ
ー
奈
良

北

城
郡
広
陵
町

馬
見
南
三

一
六

一
六

デ
イ
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

楽
ら
く

生
駒
郡
平
群
町

檪
原
七
八

通
所
介
護

平
成
十
五

年
十
月
一

日

医
療
法
人
カ

ワ
サ
キ
内
科

大
和
郡
山
市
今
国

府
町
三
八
五

一

医
療
法
人
カ

ワ
サ
キ
内
科

大
和
郡
山
市
今

国
府
町
三
八
五

一

通
所
リ
ハ
ビ

リ
テ
ー
シ
ョ

ン

平
成
十
五

年
十
月
一

日

和
田
信
弘

大
阪
府
堺
市
中
三

国
ヶ
丘
町
二

一

三
三

弘
仁
会
南
和

病
院

吉
野
郡
大
淀
町

福
神
一

一
八

一

短
期
入
所
療

養
介
護

平
成
十
五

年
十
月
一

日

医
療
法
人
藤

和
会

大
和
郡
山
市
北
郡

山
町
一

四

グ
ル
ー
プ
ホ

ー
ム
な
ご
や

か

大
和
郡
山
市
北

郡
山
町
三
一

痴
呆
対
応
型

共
同
生
活
介

護

平
成
十
五

年
十
月
一

日

合
資
会
社
ク

リ
ー
ン
ケ
ア

橿
原
市
土
橋
町
一

八
九

五

ク
リ
ー
ン
ケ

ア
セ
ン
タ
ー

橿
原

橿
原
市
土
橋
町

一
八
九

五

福
祉
用
具
貸

与

平
成
十
五

年
十
月
一

日

医
療
法
人
菊

川
医
院

橿
原
市
上
品
寺
町

三
八

二
二

介
護
支
援
き

く
か
わ

橿
原
市
上
品
寺

町
三
八

二

二

福
祉
用
具
貸

与

平
成
十
五

年
十
月
一

日

コ
シ
オ
カ
産

業
株
式
会
社

大
阪
府
東
大
阪
市

近
江
堂
二

二

一
七

コ
シ
オ
カ
産

業
株
式
会
社

香
芝
市
良
福
寺

三
八

一

福
祉
用
具
貸

与

平
成
十
五

年
十
月
一

日

ふ
く
ろ
う
ケ

ア
サ
ポ
ー
ト

有
限
会
社

橿
原
市
地
黄
町
三

二

四
八

デ
イ
ホ
ー
ム

ふ
く
ろ
う

橿
原
市
地
黄
町

三

二

四
八

通
所
介
護

平
成
十
五

年
十
月
十

五
日

ホ
ー
ム
ケ
ア

株
式
会
社

奈
良
市
法
蓮
町
五

二
八

一

ホ
ー
ム
ケ
ア

株
式
会
社
奈

良
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ

ー

奈
良
市
法
蓮
町

四
二
三

通
所
介
護

平
成
十
五

年
十
月
二

十
日

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
名
称

指
定
居
宅
介
護
支
援

事
業
者
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

有
限
会
社
川
西
ウ

イ
ン
グ

橿
原
市
中
曽
司
町
四

二
六
番
二
一

有
限
会
社
川
西

ウ
イ
ン
グ

橿
原
市
中
曽
司
町

四
二
六
番
二
一

平
成
十
五
年

十
月
一
日

特
定
非
営
利
活
動

法
人
ポ
ニ
ー
の
里

を
つ
く
ろ
う
会

高
市
郡
高
取
町
市
尾

二
四
五
番
地

在
宅
介
護
セ
ン

タ
ー
ポ
ニ
ー
の

里

高
市
郡
高
取
町
市

尾
二
四
五
番
地

平
成
十
五
年

十
月
一
日

有
限
会
社
笑
み

北

城
郡
広
陵
町
安

部
六
九
九

一

有
限
会
社
笑
み

北

城
郡
広
陵
町

安
部
六
九
九

一

平
成
十
五
年

十
月
十
五
日



磯
城
郡
川
西
町
大
字
結
崎
二
八
番
地
ノ
一

川
西
町
長

植
田
直
朗

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

磯
城
郡
川
西
町
大
字
下
永
一
二
六
一
番
地
ノ
六
の
一
部

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
六
月
四
日
第
七

一
六
六
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日
第
五
九
二
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

五
條
市
今
井
五
丁
目
七
番
地
の
一
部
、
一
一
番
地
ノ
一
、
一
二
番
地
の
一
部
、
一
三
番
地
、
一
四

番
地
、
二

番
地
の
一
部
、
二
一
番
地
ノ
一
の
一
部
、
二
一
番
地
ノ
四
及
び
二
一
番
地
ノ
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
宮
原
町
二
丁
目
一
九
番
四
号

株
式
会
社
し
ま
む
ら

代
表
取
締
役

藤
原
秀
次
郎

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
六
月
三
十
日
第
七
二

三
三
号

平
成
十
五
年
十
月
三
日
第
七
二

三
三

一
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
一
月
十
八
日
第
五
九
二
八
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
一
月
十
八
日
第
三
八

号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

橿
原
市
雲
梯
町
一
番
地
ノ
一
、
六
番
地
、
七
番
地
及
び
八
番
地
の
各
一
部
並
び
に
忌
部
町
二
七
六

番
地
ノ
一
の
一
部
、
二
八

番
地
ノ
一
の
一
部
、
二
八

番
地
ノ
二
、
二
八
一
番
地
の
一
部
、
二
八

二
番
地
ノ
二
、
二
八
五
番
地
の
一
部
及
び
二
八
六
番
地
の
一
部

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

橿
原
市
雲
梯
町
五
九
四
番
地

三
和
澱
粉
工
業
株
式
会
社

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
指

定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
ま
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

指
定
介
護
療
養
型
医

療
施
設
の
開
設
者
の

名
称

指
定
介
護
療
養
型
医
療

施
設
の
開
設
者
の
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
介
護
療

養
型
医
療
施

設
の
名
称

指
定
介
護
療
養

型
医
療
施
設
の

所
在
地

指
定
年
月
日

和
田
信
弘

大
阪
府
堺
市
中
三
国
ヶ

丘
町
二

一

三
三

弘
仁
会
南
和

病
院

吉
野
郡
大
淀
町

福
神
一

一
八

一

平
成
十
五
年

十
月
一
日

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
八
月
二
十
八
日
第
七
二

六
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日
第
五
九
二
六
号

公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日
第
三
七
九
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

磯
城
郡
川
西
町
大
字
下
永
一
二
五
六
番
地
ノ
一
二
の
一
部
、
一
二
五
六
番
地
ノ
一
三
の
一
部
、
一

二
五
九
番
地
ノ
一
の
一
部
、
一
二
五
九
番
地
ノ
九
の
一
部
、
一
二
五
九
番
地
ノ
一

、
一
二
五
九
番

地
ノ
一
一
、
一
二
六
一
番
地
ノ
五
、
一
二
六
一
番
地
ノ
六
の
一
部
及
び
一
二
六
一
番
地
ノ
七

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名



代
表
取
締
役

森
本
俊
一

五

公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

道
路

橿
原
市
雲
梯
町
一
番
地
ノ
一
の
一
部
及
び
忌
部
町
二
七
六
番
地
ノ
一
の
一
部

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
開
発
行
為
に

関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
こ
と
を
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
開
発
区
域
を
表
示
し
た
図
書
は
、
奈
良
県
郡
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
で
き
ま
す
。

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
九
月
三
十
日
郡
土
第
二
四

三
二
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
一
月
十
日
郡
土
第
三
六
九
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

大
和
郡
山
市
筒
井
町
六
三
五
番
地
ノ
一
の
一
部
、
六
三
五
番
地
ノ
三
の
一
部
及
び
六
三
五
番
地
ノ

四
四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

東
京
都
千
代
田
区
神
田
小
川
町
二
丁
目
一

番
地
一
六

株
式
会
社
総
研
ビ
ー
・
エ
イ
チ
企
画

代
表
取
締
役
社
長

内
河
寛

一

許
可
番
号

平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
郡
土
第
二
四

二
八
号

二

検
査
済
証
番
号

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
検
査
済
証

平
成
十
五
年
十
一
月
六
日
郡
土
第
三
六
八
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域

生
駒
市
東
山
町
二
一
一
番
地
ノ
一

及
び
小
平
尾
町
二

四
三
番
地
ノ
八

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

生
駒
市
萩
の
台
五
丁
目
一
番
地
五
号
棟
二

三
号
室

山
田
義
尚

第
監

告
公

果
結

査
監

成
平

号

年
月

倉
大

員
委

査
監
県

良
奈

日

嶌
中

員
委
査
監

県
良
奈

潔

浅
員

委
査

監
県
良
奈

男
實

員
委

査
監
県
良

奈

仁
清

川

自
方
地

果
結

査
監

正
田

飯

第
法
治

第
条

し
行

執
り
よ
に

定
規
の
項

て
い

つ
に

果
結
の
査

監
た

第
条

同
、

記
下
き
づ
基
に
定
規
の

項

。
す

ま
し
表

公
り
お
と

の

社
公
発
開
地
土
県
良
奈

記

成
平

年
月

社
公
路
道
県
良
奈

行
執

日

成
平

年
月

給
供
宅
住
県
良
奈

行
執

日

成
平

社
公

年
月

県
良
奈
人
法
団
財

行
執

日

成
平

団
業

事
化
文

年
月

県
良
奈
人
法
団
財

行
執

日

ン
セ
導
指

業
営
生
衛

活
生

成
平

ー
タ

年
月

県
良
奈
人
法
団
財

行
執

日

タ
ン
セ
民

県
放
追
団

力
暴

成
平

ー
年

月

・
ら
な
人
法
団
財

行
執

日

国
念
記
博

ド
ー
ロ
ク

ル
シ

成
平

団
財

流
交
際

年
月

県
良
奈
人
法
団
財

行
執

日

ー
タ

ン
セ
援
支

業
企
小
中

成
平

年
月

県
良
奈
人
法
団
財

行
執

日

成
平

金
基

業
林

年
月

い
て
し
資
出
が
県

行
執

日

は
業
事

の
体
団
の

記
上
る

て
っ

沿
に
的

目
の
期
所

、
他

の
そ

納
出
、

れ
さ

営
運

お
、
も
て
い
つ
に
務
事

の

れ
さ

理
処
に

正
適
ね
む

お
。

た
れ

ら
め
認
と

る
い
て

措
き
づ

基
に
果
結

の
査
監

に
知

通
の
旨

た
じ
講
を

置

自
方
地

告
公
の

項
事
る
係

法
治

和
昭

第
律
法
年

第
）
号

第
条

査
監
、

り
よ
に

定
規

の
項

を
置
措
き
づ
基
に
果

結
の

っ
あ

が
知
通

の
旨
た
じ

講
公

り
お

と
の
次
、

で
の
た

成
平

。
す
ま
し

表

年
月

日

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

監
査
委
員
公
告



潔
倉

大
員

委
査

監
県

良
奈

實
嶌

中
員

委
査

監
県

良
奈

川
浅

員
委

査
監

県
良

奈

男

飯
員

委
査

監
県

良
奈

仁
清

の
査

監

課
策

政
域

地

正
田

い
払

過
の

当
手

勤
通

果
結

て
い

つ
に

の
当

手
勤

通

）
項

事
意

注

的
済

経
、

て
い

お
に

定
認

通
の

常
通

な
的

理
合

つ
か

が
え
替
定
認
の
へ
路
経
勤

め
た

た
っ

か
な

い
て

れ
さ

た
れ

ら
め

認
が

い
払

過
、

戻
は

て
い

つ
に

い
払

過

。

行
に

か
や

速
を

等
理

処
入

事
の
後
今

、
に

も
と

と
う

べ
す

意
留

分
充
に
理
処
務

容
内

の
置

措

。
る

あ
で

き

を
路

経
勤

通
の

員
職

該
当

経
な

的
理

合
つ

か
的

済
経

と
う

行
を

え
替

定
認

に
路

平
の

当

手
勤
通
、
に
も
と

成
て

い
つ

に
額

払
過

の
度

年
成
平

、
は

年
と
る
す
整
調

で
与

給
分

月

成
平

、
に
も
と

つ
に

い
払

過
の

前
以

度
年

、
は

て
い

月

ま

。
た

し
納

返
額

全
に

日

た
る

す
止

防
を

発
再

、
た

法
方

勤
通

の
員

職
全

、
め

行
を
認
確

再
の

額
給

支
と

日
知

通
果

結
置

措

。
た
っ

成
平

年
月

通

果
結

の
査

監

課
際

国

日

つ
に

り
誤

定
認

の
当

手
勤

て
い

の
当

手
勤

通

）
項

事
意

注

不
部

一
、

て
い

お
に

定
認

れ
ら

め
認

が
理

処
な

正
適

と
る

す
理

処
に

正
適

。
た

処
務

事
の

後
今

、
に

も
と

で
き

べ
す

意
留

分
充

に
理

勤
通

容
内

の
置

措

。
る
あ

い
つ

に
額

い
払

過
の

当
手

成
平

、
は

て
年
月

た
し
納
返
額
全

に
で

ま
日

認
の

当
手

勤
通

、
後

今

。

規
、

は
て

い
つ

に
務

事
定

理
処

な
正

適
し

守
遵

を
則

通
果

結
置

措

。
る
め
努
に

成
平

日
知

年
月

日

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報



奈

良

県

奈
良
市
登
大
路
町
三

電
話

七
四
二

二
二

一
一

一

平成 年 月 日 火曜日 第 号奈 良 県 公 報

【
定

価
】

一
か
月

千
五
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
二
十
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

発 行発 行

印 刷印 刷

奈
良
市
三
条
栄
町
九

一
八

電
話

七
四
二

三
五

七
二
二
二


